
【訪問介護料金表】

○加算

⑭介護職員等ベースアップ等加算 （所定単位×24／1000）月　※所定単位①～⑩までにより算定した合計

令和４年１０月１日現在

④緊急時訪問介護加算

③初回加算

②生活援助型

種類

⑬介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

⑫介護職員処遇改善加算Ⅱ

　生活機能向上連携加算（Ⅱ）

⑩生活機能向上連携加算（Ⅰ）

⑧２人の訪問介護員等による場合

⑦深夜加算（午後１０時から午前６時）

⑥早朝加算（午前６時から午後８時）の加算

⑤夜間加算（午後６時から午後１０時）

８４円 １６８円 ２５２円

１８３円 ３６６円 ５４９円

２２５円 ４５０円 ６７５円

９９円

所要時間

２０分未満 １６７円 ３３４円 ５０１円

１１８８円

５７９円 １１５８円 １７３７円

２５０円 ５００円 ７５０円

３９６円 ７９２円

１９８円 ２９７円

⑪特定事業所加算Ⅱ
（所定単位×１０／１００）／回

※所定単位①～⑩までにより算定した合計

１割負担 ２割負担 ３割負担

①身体介護型
２０分以上３０分未満

３０分以上１時間未満

１時間以上１時間半未満

１時間半以上に対し３０分を増すごとに

２０分以上４５分未満

４５分以上

１割負担 ２割負担 ３割負担

上記基本料金の２５％増

上記基本料金の５０％増

２００円／月

１００円／回

４００円／月

⑨身体介護に引き続き生活援助を行った場合

※所定単位①～⑩までにより算定した合計

６００円／月

２５分を増すごとに
＋２０１円

（所定単位×６３／１０００）／月

（所定単位×１００／１０００）／月

※所定単位①～⑩までにより算定した合計

２００円／回

６００円／回

３００円／回

２５分を増すごとに
＋６７円

２５分を増すごとに
＋１３４円

１００円／月

２００円／月 ４００円／月

２００円／月 ３００円／月

成寿園指定訪問介護事業所　料金表

③通院乗降介助

上記基本料金×２００／１００



【総合事業訪問介護料金表】

○加算

⑤介護職員等ベースアップ等加算 （所定単位×24／1000）月　※所定単位①～②までにより算定した合計

③訪問型サービス（Ⅲ）

②訪問型サービス（Ⅱ）
７，０４９円／月

１１，１８１円／月

６００円／月

要支援２・事業対象者

２００円／月

種類 １割負担

①初回加算

②生活機能向上連携加算（Ⅰ）

週２回程度の介護予防訪問介護が必要とされた者

（所定単位×１００／１０００）／月

週１回程度の介護予防訪問介護が必要とされた者

３，５２８円／月

３割負担２割負担１割負担介護度

２割負担

４００円／月

２００円／月

４００円／月

３割負担

６００円／月

３００円／月

※所定単位①～②までにより算定した合計
③介護職員処遇改善加算Ⅱ

　生活機能向上連携加算（Ⅱ）

１００円／月

２００円／月

④介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ
（所定単位×６３／１０００）／月

※所定単位①～②までにより算定した合計

２，３５２円／月

４，６９８円／月

７，４５４円／月

１，１７６円／月

２，３４９円／月

３，７２７円／月

要支援１・２・事業対象者

要支援１・２・事業対象者

①訪問型サービス（Ⅰ）

週２回を超える程度の介護予防訪問介護が必要とされた者



【生活支援訪問介護料金表】

○加算

⑤介護職員等ベースアップ等加算 （所定単位×24／1000）月　※所定単位①～②までにより算定した合計

４　その他の費用

利用日の２日前までに連絡があった場合

利用日の前日までに連絡がなかった場合

通院・外出介助における訪問介護員等の公共交通機関等の

２００円／月

２割負担

４００円／月

３割負担

６００円／月

１割負担

週１回程度の生活支援訪問介護が必要とされた者

１割負担

利用日の前日に連絡があった場合

③介護職員処遇改善加算Ⅱ

（所定単位×６３／１０００）／月

※所定単位①～②までにより算定した合計

２００円／月

無料

２００円／月

４００円／月

３００円／月

６００円／月

②生活機能向上連携加算（Ⅰ）

　生活機能向上連携加算（Ⅱ）

（所定単位×１００／１０００）／月

※所定単位①～②までにより算定した合計

実費相当を請求いたします。

交通費

通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して行う訪問介護サービスに
要した交通費はその実費を請求いたします。ただし、自動車を使用した場合
は、境界より路程１㎞あたり３５円の実費を請求いたします。安芸灘大橋等
の有料道路についても実費を請求いたします。

お客様の都合によりサービスを中止する場合は、下記のキャンセル料をいただきま
す。ただし病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。

介護度

①訪問型サービス（Ⅳ）

利用料自己負担部分の５０％

利用料自己負担部分の１００％

２２５円／回

２割負担

４５０円／回

３割負担

６７５円／回

交通費

利用者の別途負担となります。
サービス提供にあたり必要となる利用者の居宅で使用する

電気、ガス、水道の費用

キャンセル料

④介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

種類

①初回加算

１００円／月

要支援１・２

事業対象者


